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新
旧

備
考

（
目

的
）

第
１

条
 

本
規

程
は

、
「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

൅
」

（
਴

成
１

５
ফ

５
া

３
ڬ

日
؞

法
൅

第
５

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
及

び
「

ষ
৆

ু
ਢ

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

௙
શ

す
る

た
め

の
番

号
の

ਹ
৷

等
に

関
す

る
法

൅
」

（
਴

成
２

５
ফ

５
া

３
１

日
؞

法
൅

第
２

７
号

。
以

下
「

番
号

法
」

と
い

う
。

）
、

「
健

康
保

険
組

合
等

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

જ
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ダ

ン
ス

に
つ

い
て

」
（

਴
成

２
ڵ

ফ
4া

14
日

保
発

�4
14

第
1�

号
ௐ

生
ௌ

௮
੄

保
険

ଂ
শ

ৢ
ੴ

。
以

下
「

ガ
イ

ダ
ン

ス
」

と
い

う
。

）
、

「
特

定
個

人
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
事

業
者

編
）

」
（

以
下

「
特

定
個

人
情

報
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

と
い

う
。

）
、

「
健

康
保

険
組

合
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
の

徹
底

に
つ

い
て

」
（

਴
成

１
４

ফ
１

２
া

２
５

日
保

保
発

第
１

２
２

５
ڬ

ڬ
１

号
ௐ

生
ௌ

௮
੄

保
険

ଂ
保

険
ୖ

শ
ৢ

ੴ
。

以
下

「
保

険
ୖ

শ
ৢ

ੴ
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

き
、

個
人

情
報

保
護

の
重

要
性

に
か

ん
が

み
、

○
○

健
康

保
険

組
合

（
以

下
「

組
合

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

被
保

険
者

及
び

そ
の

被
扶

養
者

（
以

下
「

被
保

険
者

等
」

と
い

う
。

）
等

、
組

合
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
๫

इ
い

؞
ຑ

ଷ
ྼ

は
き

௤
等

（
以

下
「

๫
इ

い
等

」
と

い
う

。
）

を
防

止
し

、
個

人
情

報
保

護
の

徹
底

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
目

的
）

第
１

条
 

本
規

程
は

、
「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

൅
」

（
਴

成
１

５
ফ

５
া

３
ڬ

日
؞

法
൅

第
５

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
及

び
「

ষ
৆

ু
ਢ

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

௙
શ

す
る

た
め

の
番

号
の

ਹ
৷

等
に

関
す

る
法

൅
」

（
਴

成
２

５
ফ

５
া

３
１

日
؞

法
൅

第
２

７
号

。
以

下
「

番
号

法
」

と
い

う
。

）
、

「
健

康
保

険
組

合
等

に
お

け
る

個
人

情
報

の
適

જ
な

取
扱

い
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
」

（
਴

成
１

ڲ
ফ

１
２

া
２

７
日

保
発

第
１

２
２

７
ڬ

ڬ
１

号
ௐ

生
ௌ

௮
੄

保
険

ଂ
শ

ৢ
ੴ

。
以

下
「

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
と

い
う

。
）

、
「

特
定

個
人

情
報

の
適

正
な

取
扱

い
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

事
業

者
編

）
」

（
以

下
「

特
定

個
人

情
報

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
と

い
う

。
）

、
「

健
康

保
険

組
合

に
お

け
る

個
人

情
報

保
護

の
徹

底
に

つ
い

て
」

（
਴

成
１

４
ফ

１
２

া
２

５
日

保
保

発
第

１
２

２
５

ڬ
ڬ

１
号

ௐ
生

ௌ
௮

੄
保

険
ଂ

保
険

ୖ
শ

ৢ
ੴ

。
以

下
「

保
険

ୖ
শ

ৢ
ੴ

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

、
個

人
情

報
保

護
の

重
要

性
に

か
ん

が
み

、
○

○
健

康
保

険
組

合
（

以
下

「
組

合
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
被

保
険

者
及

び
そ

の
被

扶
養

者
（

以
下

「
被

保
険

者
等

」
と

い
う

。
）

等
、

組
合

が
保

有
す

る
個

人
情

報
の

๫
इ

い
؞

ຑ
ଷ

ྼ
は

き
௤

等
（

以
下

「
๫

इ
い

等
」

と
い

う
。

）
を

防
止

し
、

個
人

情
報

保
護

の
徹

底
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（
個

人
情

報
の

定
義

）
第

２
条

 
റ

３
 

本
規

程
に

よ
る

要
配

慮
個

人
情

報
と

は
、

法
第

2条
第

3項
に

定
め

る
取

扱
い

に
特

に
配

慮
を

要
す

る
記

述
等

が
含

ま
れ

る
個

人
情

報
を

い
う

。
４

 
死

者
に

関
す

る
情

報
は

、
法

の
対

象
外

で
あ

る
が

、
ガ

イ
ダ

ン
ス

に
基

づ
き

、
死

者
に

関
す

る
情

報
が

、
同

時
に

、
遺

族
等

の
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

も
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

生
存

す
る

個
人

に
関

す
る

情
報

と
な

る
。

５
 

റ

（
個

人
情

報
の

定
義

）
第

２
条

 
റ

３
 

死
者

に
関

す
る

情
報

は
、

法
の

対
象

外
で

あ
る

が
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
基

づ
き

、
死

者
に

関
す

る
情

報
が

、
同

時
に

、
遺

族
等

の
生

存
す

る
個

人
に

関
す

る
情

報
で

も
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

生
存

す
る

個
人

に
関

す
る

情
報

と
な

る
。

（
個

人
情

報
の

ਹ
৷

目
的

の
特

定
と

公
表

等
）

第
３

条
 

റ
２

 
組

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
な

く
શ

表
２

に
よ

ॉ
定

め
る

ਹ
৷

目
的

の
୸

成
に

૑
要

な
෇

೧
を

த
इ

て
、

個
人

情
報

を
取

ॉ
扱

ढ
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

ਹ
৷

目
的

と
関

৴
性

を
有

す
る

と
合

৶
的

に
ੳ

め
ら

れ
る

場
合

は
、

本
人

に
対

し
ৢ

ੴ
ྼ

は
公

表
す

る
こ

と
に

よ
ॉ

૗
ಌ

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（
個

人
情

報
の

ਹ
৷

目
的

の
特

定
と

公
表

等
）

第
３

条
 

റ
２

 
組

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

本
人

の
同

意
な

く
શ

表
２

に
よ

ॉ
定

め
る

ਹ
৷

目
的

の
୸

成
に

૑
要

な
෇

೧
を

த
इ

て
、

個
人

情
報

を
取

ॉ
扱

ढ
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

ਹ
৷

目
的

と
 相

当
の

関
৴

性
を

有
す

る
と

合
৶

的
に

ੳ
め

ら
れ

る
場

合
は

、
本

人
に

対
し

ৢ
ੴ

ྼ
は

公
表

す
る

こ
と

に
よ

ॉ
૗

ಌ
で

き
る

も
の

と
す

る
。

法
第

15
条

第
2項

૗
ಌ

（
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
 の

制
限

）
第

４
条

 
法

第
23

条
第

1項
に

定
め

る
除

外
事

項
を

除
き

、
あ

ら
か

じ
め

被
保

険
者

等
本

人
の

同
意

を
得

な
い

で
、

個
人

情
報

を
提

供
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
同

条
第

5項
各

号
に

定
め

る
委

託
、

事
業

の
承

継
ま

た
は

特
定

の
者

と
の

৑
で

ુ
同

し
て

ਹ
৷

す
る

場
合

に
お

い
て

、
個

人
情

報
の

提
供

を
受

け
る

者
は

第
三

者
に

該
当

し
な

い
も

の
と

す
る

。
２

 
当

該
個

人
情

報
が

特
定

個
人

情
報

で
あ

る
場

合
、

本
人

の
同

意
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

番
号

法
第

19
条

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、

提
供

し
て

は
な

ら
な

い
。

３
 

法
第

23
条

第
1項

に
定

め
る

除
外

事
項

等
ガ

イ
ダ

ン
ス

Ⅲ
７

（
１

）
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、
個

人
情

報
を

第
三

者
に

提
供

す
る

場
合

、
様

式
第

1号
に

定
め

る
記

録
を

作
成

す
る

と
と

も
に

当
該

記
録

を
提

供
し

た
日

か
ら

3ফ
৑

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

4 
法

第
23

条
第

1項
に

定
め

る
除

外
事

項
等

ガ
イ

ダ
ン

ス
Ⅲ

８
（

１
）

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、

第
三

者
か

ら
個

人
情

報
の

提
供

を
受

け
る

場
合

、
様

式
第

２
号

に
定

め
る

記
録

を
作

成
す

る
と

と
も

に
当

該
記

録
の

提
供

を
受

け
た

日
か

ら
3ফ

৑
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
個

人
情

報
の

第
三

者
へ

の
提

供
 の

制
限

）
第

４
条

 
法

第
23

条
に

定
め

る
 第

三
者

提
供

の
除

外
事

項
を

除
き

、
あ

ら
か

じ
め

被
保

険
者

等
本

人
の

同
意

を
得

な
い

で
、

個
人

情
報

を
提

供
し

て
は

な
ら

な
い

。
 た

だ
し

、
当

該
個

人
情

報
が

特
定

個
人

情
報

で
あ

る
場

合
、

本
人

の
 同

意
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

番
号

法
第

19
条

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、

提
供

し
て

は
な

ら
な

い
。

法
第

23
条

第
5項

は
除

外
事

項
で

は
な

い
た

め
文

言
修

正

法
第

25
、

26
条

記
録

保
存

義
務

を
新

設

個
人

情
報

保
護

管
৶

規
程

（
25

）

「
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
൅

」
+2

9�
5改

正
に

ൣ
う

౾
規

程
新

旧
条

文
表



（
個

人
情

報
の

適
正

な
取

得
及

び
正

確
性

の
確

保
）

第
５

条
 

റ
3 

法
第

17
条

第
2項

各
号

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、

あ
ら

か
じ

め
本

人
の

同
意

を
得

な
い

で
、

要
配

慮
個

人
情

報
を

取
得

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
個

人
情

報
の

適
正

な
取

得
及

び
正

確
性

の
確

保
）

第
５

条
 

റ
 

（
外

部
委

託
）

第
１

４
条

 
個

人
情

報
及

び
特

定
個

人
情

報
に

関
す

る
૪

৶
は

、
ઃ

の
各

号
に

ൕ
ऑ

る
事

項
を

ీ
৺

書
上

に
৥

記
す

る
こ

と
を

വ
承

し
た

業
者

に
限

ॉ
、

外
部

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
�1

�法
ഥ

、
関

৴
ৢ

ੴ
及

び
ガ

イ
ダ

ン
ス

（
当

該
個

人
情

報
が

特
定

個
人

情
報

で
あ

る
場

合
に

は
、

特
定

個
人

情
報

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
含

む
）

を
Ꮝ

ஹ
し

、
個

人
情

報
の

保
護

に
ਐ

৸
を

਋
す

こ
と

。
ま

た
、

ీ
৺

਋
৑

ી
വ

৏
に

お
い

て
も

同
様

で
あ

る
こ

と
。

（
外

部
委

託
）

第
１

４
条

 
個

人
情

報
及

び
特

定
個

人
情

報
に

関
す

る
૪

৶
は

、
ઃ

の
各

号
に

ൕ
ऑ

る
事

項
を

ీ
৺

書
上

に
৥

記
す

る
こ

と
を

വ
承

し
た

業
者

に
限

ॉ
、

外
部

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
�1

�法
ഥ

、
関

৴
ৢ

ੴ
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

当
該

個
人

情
報

が
特

定
個

人
情

報
で

あ
る

場
合

に
は

、
特

定
個

人
情

報
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

追
加

す
る

）
を

Ꮝ
ஹ

し
、

個
人

情
報

の
保

護
に

ਐ
৸

を
਋

す
こ

と
。

ま
た

、
ీ

৺
਋

৑
ી

വ
৏

に
お

い
て

も
同

様
で

あ
る

こ
と

。

（
開

示
ু

ਯ
મ

）
第

16
条

 
開

示
の

請
求

に
対

し
て

は
以

下
の

ু
ਯ

મ
を

ඉ
ઽ

す
る

。
（

開
示

ু
ਯ

મ
）

第
16

条
 

開
示

の
求

め
に

対
し

て
は

以
下

の
ু

ਯ
મ

を
ඉ

ઽ
す

る
。

法
第

32
条

等
へ

文
言

を
合

わ
せ

る

（
๫

ጔ
等

の
事

故
に

か
か

る
対

策
）

第
22

条
 

組
合

は
個

人
情

報
の

重
要

性
及

び
秘

ᅮ
性

を
ે

分
৶

ੰ
す

る
と

と
も

に
、

๫
ጔ

等
の

事
故

が
発

生
し

な
い

よ
う

、
そ

の
予

防
対

策
や

事
故

発
生

時
の

対
応

に
つ

き
あ

ら
か

じ
め

定
め

る
と

と
も

に
、

常
時

事
故

防
止

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 

๫
ጔ

等
の

事
故

が
発

生
し

た
場

合
、

組
合

が
定

め
る

対
応

の
ऺ

か
、

ガ
イ

ダ
ン

ス
Ⅲ

４
（

５
）

に
定

め
る

੸
ઃ

被
害

の
防

止
及

び
事

実
関

係
の

公
表

な
ら

び
に

所
管

官
庁

へ
の

報
告

を
速

や
か

に
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

重
要

性
に

鑑
み

新
設

問
題

で
は

な
く

事
故

に



別
表
１
　
健
康
保
険
組
合
等
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
例

別
表
１
　
健
康
保
険
組
合
等
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
例

個
人

情
報

の
種

類
情

報
の

内
容

個
人

情
報

の
内

容

・
記

号
・

番
号

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

個
人

番
号

、
被

保
険

者
枝

番
被

保
険

者
適

用
情

報
記

号
・

番
号

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

資
格

取
得

日
、

資
格

喪
失

日
、

標
準

報
酬

月
額

、
報

酬
実

績
、

被
扶

養
者

の
有

無

・
資

格
取

得
・

喪
失

日
、

報
酬

・
賞

与
実

績
、

被
扶

養
者

有
無

、
前

年
度

収
入

額
任

意
継

続
被

保
険

者
適

用
情

報
記

号
・

番
号

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

資
格

取
得

日
、

資
格

喪
失

日
、

資
格

喪
失

時
の

標
準

報
酬

月
額

、
被

扶
養

者
の

有
無

＊
被

扶
養

者
の

場
合

、
上

記
に

加
え

被
保

険
者

本
人

と
の

生
計

維
持

関
係

を
示

す
情

報
（

続
柄

・
同

居
有

無
等

）
被

保
険

者
レ

セ
プ

ト
情

報

本
人

・
家

族
区

分
、

診
療

区
分

、
保

険
者

番
号

、
記

号
・

番
号

、
給

付
割

合
、

診
療

年
月

、
府

県
コ

ー
ド

、
医

療
機

関
コ

ー
ド

、
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

特
記

事
項

、
職

務
上

の
事

由
、

医
療

機
関

の
所

在
地

お
よ

び
名

称
、

診
療

科
、

傷
病

名
、

診
療

開
始

日
、

転
帰

、
診

療
実

日
数

、
決

定
点

数
、

公
費

点
数

、
一

部
負

担
金

額
、

患
者

負
担

金
額

、
外

来
負

担
金

額
、

入
院

負
担

金
額

、
高

額
療

養
費

金
額

、
薬

剤
負

担
金

額
、

薬
剤

負
担

金
額

公
費

分
、

食
事

療
養

日
数

、
食

事
療

養
日

数
公

費
分

、
食

事
療

養
決

定
額

、
食

事
療

養
決

定
額

公
費

分
、

食
事

療
養

標
準

負
担

額
、

食
事

療
養

標
準

負
担

額
公

費
分

、
診

療
内

容
、

画
像

（
レ

セ
プ

ト
画

像
）

＊
任

意
継

続
被

保
険

者
の

場
合

、
上

記
に

加
え

住
所

所
在

地
等

連
絡

先
被

保
険

者
健

康
診

断
情

報

記
号

・
番

号
、

被
保

険
者

・
被

扶
養

者
・

事
業

所
担

当
者

氏
名

お
よ

び
住

所
、

生
年

月
日

、
電

話
番

号
、

事
業

所
名

、
事

業
所

社
員

コ
ー

ド
、

受
診

費
用

、
健

診
別

給
種

コ
ー

ド
、

健
診

未
実

施
項

目
、

健
診

種
目

名
、

健
診

受
診

日
、

健
診

機
関

名
、

健
診

機
関

所
在

地
、

画
像

（
レ

ン
ト

ゲ
ン

写
真

）
、

相
談

・
指

導
内

容
、

所
見

、
保

健
師

・
看

護
師

名
、

緊
急

薬
・

常
備

薬
購

入
記

録
、

疾
病

既
往

歴
、

家
族

既
往

歴

・
診

療
報

酬
明

細
書

（
レ

セ
プ

ト
）

記
載

情
報

被
保

険
者

現
金

給
付

情
報

記
号

・
番

号
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
電

話
番

号
、

振
込

口
座

、
受

診
医

療
機

関
名

、
受

診
年

月
、

傷
病

名
、

給
与

所
得

、
基

礎
年

金
番

号
、

年
金

額
、

医
療

費
、

装
具

装
着

日
、

装
具

購
入

費
用

、
前

年
度

所
得

（
非

課
税

者
の

み
）

、
移

送
費

用
、

証
明

先
医

療
機

関
名

、
労

務
不

能
期

間
、

労
務

不
能

期
間

に
受

け
た

給
与

、
労

務
不

能
期

間
の

出
勤

状
況

、
出

産
（

予
定

）
日

、
出

生
児

数
、

出
生

児
名

、
続

柄
、

死
亡

年
月

日
、

死
亡

原
因

（
病

名
）

、
除

籍
謄

本
記

載
内

容
、

埋
葬

に
要

し
た

費
用

（
埋

葬
料

の
み

）
、

請
求

者
住

所
・

電
話

番
号

・
振

込
口

座

【
診

療
年

月
日

・
日

数
、

受
診

医
療

機
関

名
称

・
所

在
地

、
傷

病
名

、
診

療
内

容
、

医
療

費
等

に
か

か
る

情
報

】
被

保
険

者
柔

道
整

復
情

報
記

号
・

番
号

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
施

術
柔

道
整

復
師

名
、

柔
道

整
復

師
登

録
番

号
、

画
像

（
申

請
書

画
像

）
、

施
術

年
月

、
施

術
金

額
、

傷
病

名
、

柔
道

整
復

師
の

振
込

先
口

座

・
療

養
費

、
移

送
費

関
連

被
扶

養
者

適
用

情
報

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
被

保
険

者
と

の
続

柄
、

職
業

（
学

校
名

）
、

月
平

均
収

入
額

、
同

居
別

居
の

別

【
治

療
用

装
具

内
容

・
装

着
日

、
柔

道
整

復
師

・
あ

ん
ま

・
は

り
・

き
ゅ

う
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
師

等
に

か
か

る
情

報
、

移
送

経
緯

・
費

用
、

そ
の

他
申

請
理

由
等

】
被

扶
養

者
レ

セ
プ

ト
情

報
被

保
険

者
レ

セ
プ

ト
情

報
と

同
じ

・
傷

病
手

当
金

関
連

被
扶

養
者

健
康

診
断

情
報

被
保

険
者

健
康

診
断

情
報

と
同

じ

【
傷

病
名

、
労

務
不

能
期

間
、

労
務

不
能

期
間

中
の

報
酬

額
、

年
金

受
給

額
、

出
勤

状
況

、
医

師
の

意
見

に
か

か
る

情
報

】
被

扶
養

者
現

金
給

付
情

報
氏

名
、

生
年

月
日

、
被

保
険

者
と

の
続

柄
、

振
込

口
座

、
受

診
医

療
機

関
名

、
受

診
年

月
、

傷
病

名
、

前
年

度
所

得
（

非
課

税
者

の
み

）
、

医
療

費
、

装
具

装
着

日
、

装
具

購
入

費
用

、
出

産
（

予
定

）
日

、
出

生
児

数
、

出
生

児
名

、
続

柄
、

死
亡

年
月

日
、

死
亡

原
因

（
病

名
）

、
除

籍
謄

本
記

載
内

容

・
出

産
手

当
金

・
出

産
育

児
一

時
金

関
連

被
扶

養
者

柔
道

整
復

情
報

記
号

・
番

号
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

施
術

柔
道

整
復

師
名

、
柔

道
整

復
師

登
録

番
号

、
画

像
（

申
請

書
画

像
）

、
施

術
年

月
、

施
術

金
額

、
傷

病
名

、
柔

道
整

復
師

の
振

込
先

口
座

、
被

扶
養

者
氏

名
・

生
年

月
日

、
被

保
険

者
と

の
続

柄

【
出

産
日

、
出

勤
状

況
、

休
業

期
間

中
の

報
酬

額
、

出
産

へ
の

処
置

に
か

か
る

情
報

】

・
埋

葬
料

（
費

）
関

連

【
死

亡
年

月
日

、
埋

葬
に

要
し

た
費

用
、

請
求

者
に

か
か

る
情

報
】

保
健

事
業

関
連

・
健

康
診

査
、

保
健

指
導

関
連

(特
定

健
康

診
査

・
特

定
保

健
指

導
・

事
業

所
と

の
コ

ラ
ボ

ヘ
ル

ス
を

含
む

）

【
受

診
年

月
日

、
健

診
機

関
名

称
・

所
在

地
、

健
診

・
問

診
結

果
、

指
導

結
果

】

新
旧

適
用

関
連

保
険

給
付

関
連

（
現

物
）

保
険

給
付

関
連

（
現

金
）

個
人

情
報

の
種

類

被 保 険 者 被 扶 養 者



別
表
２
　
健
保
組
合
等
の
通
常
業
務
で
想
定
さ
れ
る
主
な
利
用
目
的

別
表
２
　
健
保
組
合
等
の
通
常
業
務
で
想
定
さ
れ
る
主
な
利
用
目
的

1
.被

保
険

者
等

に
対

す
る

保
険

給
付

に
必

要
な

利
用

目
的

1
．

被
保

険
者

等
に

対
す

る
保

険
給

付
に

必
要

な
利

用
目

的

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

・
被

保
険

者
資

格
の

確
認

、
被

扶
養

者
の

認
定

並
び

に
健

康
保

険
被

保
険

者
証

の
発

行
管

理
・

保
険

給
付

及
び

付
加

給
付

の
実

施

・
保

険
給

付
及

び
付

加
給

付
の

実
施

【
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

】

・
番

号
法

に
定

め
る

利
用

事
務

・
高

額
療

養
費

及
び

一
部

負
担

金
還

元
金

等
の

自
動

払
い

〔
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

〕
・

海
外

療
養

費
に

か
か

る
翻

訳
の

た
め

の
外

部
委

託

　
　

・
高

額
療

養
費

及
び

一
部

負
担

金
還

元
金

等
の

自
動

払
い

に
お

け
る

給
与

口
座

（
事

業
主

）
へ

の
支

払
い

・
第

三
者

行
為

に
係

る
損

保
会

社
等

へ
の

求
償

　
　

・
海

外
療

養
費

に
係

る
翻

訳
の

た
め

の
外

部
委

託
・

健
保

連
の

高
額

医
療

給
付

の
共

同
事

業

　
　

・
第

三
者

行
為

に
係

る
損

保
会

社
等

へ
の

求
償

　
　

・
健

保
連

の
高

額
医

療
給

付
の

共
同

事
業

・
番

号
法

に
定

め
る

情
報

連
携

　
　

・
被

保
険

者
等

の
資

格
等

の
デ

ー
タ

処
理

の
外

部
委

託

2
.保

険
料

の
徴

収
等

に
必

要
な

利
用

目
的

２
．

保
険

料
の

徴
収

等
に

必
要

な
利

用
目

的

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

・
標

準
報

酬
月

額
及

び
標

準
賞

与
額

の
把

握
・

被
保

険
者

資
格

の
確

認
並

び
に

標
準

報
酬

月
額

及
び

標
準

賞
与

額
の

把
握

・
健

康
保

険
料

、
介

護
保

険
料

、
調

整
保

険
料

の
徴

収
・

健
康

保
険

料
の

徴
収

・
被

扶
養

者
の

認
定

・
健

康
保

険
被

保
険

者
証

の
発

行

【
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

】

・
被

保
険

者
等

資
格

等
の

デ
ー

タ
処

理
の

外
部

委
託

3
.保

健
事

業
に

必
要

な
利

用
目

的
３

．
保

健
事

業
に

必
要

な
利

用
目

的

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

・
健

康
の

保
持

・
増

進
の

た
め

の
健

診
、

保
健

指
導

及
び

健
康

相
談

・
健

康
の

保
持

・
増

進
の

た
め

の
健

診
、

保
健

指
導

及
び

健
康

相
談

・
特

定
健

診
、

保
健

指
導

の
実

施
・

健
康

増
進

施
設

（
保

養
所

等
）

の
運

営

・
健

康
増

進
施

設
（

保
養

所
等

）
の

運
営

【
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

】

〔
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

〕
・

保
健

指
導

、
健

康
相

談
に

係
る

産
業

医
へ

の
委

託

・
特

定
健

診
、

保
健

指
導

の
実

施
状

況
管

理
及

び
国

へ
の

報
告

・
医

療
機

関
へ

の
健

診
の

委
託

　
　

・
保

健
指

導
、

健
康

相
談

に
係

る
産

業
医

へ
の

委
託

・
健

康
増

進
施

設
（

保
養

所
等

）
の

運
営

の
委

託

　
　

・
医

療
機

関
へ

の
健

診
の

委
託

・
健

診
結

果
の

事
業

者
へ

の
提

供

　
　

・
健

康
増

進
施

設
(保

養
所

等
)の

運
営

の
委

託
・

被
保

険
者

等
へ

の
医

療
費

通
知

　
　

・
コ

ラ
ボ

ヘ
ル

ス
の

一
環

で
あ

る
健

診
結

果
の

事
業

者
へ

の
提

供

・
被

保
険

者
等

へ
の

医
療

費
通

知

4
.診

療
報

酬
の

審
査

・
支

払
に

必
要

な
利

用
目

的
４

．
診

療
報

酬
の

審
査

・
支

払
に

必
要

な
利

用
目

的

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

・
診

療
報

酬
明

細
書

(レ
セ

プ
ト

)等
の

内
容

点
検

・
審

査
・

診
療

報
酬

明
細

書
（

レ
セ

プ
ト

）
等

の
内

容
点

検
・

審
査

〔
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

〕
【

他
の

事
業

者
等

へ
の

情
報

提
供

を
伴

う
事

例
】

・
レ

セ
プ

ト
デ

ー
タ

の
内

容
点

検
・

審
査

の
委

託
・

レ
セ

プ
ト

デ
ー

タ
の

内
容

点
検

・
審

査
の

委
託

・
レ

セ
プ

ト
デ

ー
タ

の
電

算
処

理
の

た
め

の
パ

ン
チ

入
力

、
画

像
取

込
み

処
理

の
委

託
・

レ
セ

プ
ト

デ
ー

タ
の

電
算

処
理

の
た

め
の

パ
ン

チ
入

力
、

画
像

取
込

み
処

理
の

委
託

5
.健

保
組

合
の

運
営

の
安

定
化

に
必

要
な

利
用

目
的

５
．

健
康

保
険

組
合

の
運

営
の

安
定

化
に

必
要

な
利

用
目

的

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

　
　

・
医

療
費

分
析

・
疾

病
分

析
・

医
療

費
分

析
・

疾
病

分
析

〔
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

〕
【

他
の

事
業

者
等

へ
の

情
報

提
供

を
伴

う
事

例
】

・
医

療
費

分
析

及
び

医
療

費
通

知
に

係
る

デ
ー

タ
処

理
等

の
外

部
委

託
・

医
療

費
分

析
及

び
医

療
費

通
知

に
係

る
デ

ー
タ

処
理

等
の

外
部

委
託

・
健

康
保

険
組

合
連

合
会

本
部

に
お

け
る

医
療

費
分

析
事

業
へ

の
参

画

6
.そ

の
他

６
．

そ
の

他

〔
健

保
組

合
等

の
内

部
で

の
利

用
に

係
る

事
例

〕
【

健
康

保
険

組
合

等
の

内
部

で
の

利
用

に
係

る
事

例
】

・
健

保
組

合
の

管
理

運
営

業
務

の
う

ち
、

業
務

の
維

持
・

改
善

の
た

め
の

基
礎

資
料

・
健

康
保

険
組

合
の

管
理

運
営

業
務

の
う

ち
、

業
務

の
維

持
・

改
善

の
た

め
の

基
礎

資
料

〔
他

の
事

業
者

等
へ

の
情

報
提

供
を

伴
う

事
例

〕
【

他
の

事
業

者
等

へ
の

情
報

提
供

を
伴

う
事

例
】

・
第

三
者

求
償

事
務

に
お

い
て

、
保

険
会

社
・

医
療

機
関

等
へ

の
相

談
又

は
届

出
等

・
第

三
者

求
償

事
務

に
お

い
て

、
保

険
会

社
・

医
療

機
関

等
へ

の
相

談
又

は
届

出
等

７
．

特
定

個
人

情
報

７
．

特
定

個
人

情
報

　
　

番
号

法
第

1
9

条
第

7
号

に
お

い
て

定
め

ら
れ

た
他

の
医

療
保

険
者

又
は

行
政

機
関

（
以

下
「

他
機

関
」

と
い

う
。

）
と

の
情

報
連

携
に

お
け

る
利

用
目

的
　

　
番

号
法

第
1

9
条

第
7

号
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

他
の

医
療

保
険

者
又

は
行

政
機

関
（

以
下

「
他

機
関

」
と

い
う

。
）

と
の

情
報

連
携

に
お

け
る

利
用

目
的

　
【

組
合

の
事

務
処

理
執

行
の

為
、

他
機

関
よ

り
情

報
を

受
け

る
場

合
】

　
【

組
合

の
事

務
処

理
執

行
の

為
、

他
機

関
よ

り
情

報
を

受
け

る
場

合
】

　
　

・
傷

病
手

当
金

、
高

額
療

養
費

等
保

険
給

付
審

査
事

務
に

か
か

る
給

付
情

報
等

　
　

・
傷

病
手

当
金

、
高

額
療

養
費

等
保

険
給

付
審

査
事

務
に

か
か

る
給

付
情

報
等

　
　

・
高

齢
受

給
者

負
担

区
分

判
定

等
に

か
か

る
課

税
・

非
課

税
情

報
　

　
・

高
齢

受
給

者
負

担
区

分
判

定
等

に
か

か
る

課
税

・
非

課
税

情
報

　
　

・
被

保
険

者
資

格
取

得
事

務
に

か
か

る
他

機
関

に
お

け
る

資
格

情
報

　
　

・
被

保
険

者
資

格
取

得
事

務
に

か
か

る
他

機
関

に
お

け
る

資
格

情
報

　
　

・
被

扶
養

者
認

定
事

務
に

か
か

る
課

税
・

非
課

税
、

住
民

票
関

係
情

報
等

　
　

・
被

扶
養

者
認

定
事

務
に

か
か

る
課

税
・

非
課

税
、

住
民

票
関

係
情

報
等

　
【

他
機

関
の

事
務

執
行

の
為

、
組

合
が

情
報

を
提

供
す

る
場

合
】

　
【

他
機

関
の

事
務

執
行

の
為

、
組

合
が

情
報

を
提

供
す

る
場

合
】

　
　

・
高

額
療

養
費

、
出

産
、

葬
祭

関
連

給
付

等
、

他
機

関
の

給
付

事
務

に
か

か
る

組
合

に
お

け
る

保
険

給
付

関
連

情
報

　
　

・
高

額
療

養
費

、
出

産
、

葬
祭

関
連

給
付

等
、

他
機

関
の

給
付

事
務

に
か

か
る

組
合

に
お

け
る

保
険

給
付

関
連

情
報

　
　

・
資

格
取

得
、

被
扶

養
者

認
定

等
、

他
機

関
の

資
格

確
認

事
務

に
か

か
る

組
合

に
お

け
る

資
格

取
得

、
被

扶
養

者
資

格
関

連
情

報
　

　
・

資
格

取
得

、
被

扶
養

者
認

定
等

、
他

機
関

の
資

格
確

認
事

務
に

か
か

る
組

合
に

お
け

る
資

格
取

得
、

被
扶

養
者

資
格

関
連

情
報

 



新
旧

備
考

（
個

人
情

報
の

取
扱

い
）

第
5条

 
個

人
情

報
は

、
以

下
の

よ
う

な
機

密
区

分
の

指
定

に
基

づ
い

て
取

扱
う

こ
と

と
す

る
。

（
１

）
特

定
個

人
情

報
ま

た
は

要
配

慮
個

人
情

報
が

記
載

さ
れ

た
文

書
は

、
機

密
区

分
と

し
て

「
極

秘
」

を
指

定
す

る
。

（
２

）
個

人
情

報
（

特
定

個
人

情
報

ま
た

は
要

配
慮

個
人

情
報

を
除

く
）

が
記

載
さ

れ
た

文
書

は
、

機
密

区
分

と
し

て
「

秘
密

」
以

上
を

指
定

す
る

。
റ

（
個

人
情

報
の

取
扱

い
）

第
5条

 
個

人
情

報
は

、
以

下
の

よ
う

な
機

密
区

分
の

指
定

に
基

づ
い

て
取

扱
う

こ
と

と
す

る
。

（
１

）
特

定
個

人
情

報
が

記
載

さ
れ

た
文

書
は

、
機

密
区

分
と

し
て

「
極

秘
」

を
指

定
す

る
。

（
２

）
個

人
情

報
（

特
定

個
人

情
報

を
除

く
）

が
記

載
さ

れ
た

文
書

は
、

機
密

区
分

と
し

て
「

秘
密

」
以

上
を

指
定

す
る

。
റ

法
改

正
主

旨
に

準
ず

る

機
密

文
書

管
৶

規
程

（
36

）



別
表
３
　
健
康
保
険
組
合
の
役
職
員
に
関
す
る
個
人
情
報
及
び
利
用
目
的

別
表
３
　
健
康
保
険
組
合
の
役
職
員
に
関
す
る
個
人
情
報
及
び
利
用
目
的

区
分

種
別

内
容

利
用

目
的

区
分

種
別

内
容

利
用

目
的

情
報

情
報

人
事

人
事

関
連

関
連

情
報

情
報

健
康

健
康

情
報

情
報

家
族

家
族

情
報

情
報

退
職

者
退

職
金

支
払

・
退

職
後

の
連

絡
等

人
事

管
理

の
た

め
退

職
者

退
職

金
支

払
・

退
職

後
の

連
絡

等
人

事
管

理
の

た
め

役
職

員

基
本

氏
名

・
性

別
・

生
年

月
日

・
年

齢
・

住
所

・
電

話
番

号
・

基
礎

年
金

番
号

・
個

人
番

号

人
事

管
理

・
社

会
保

険
、

雇
用

保
険

そ
の

他
法

令
上

必
要

と
な

る
手

続
・

福
利

厚
生

関
連

・
業

務
連

絡
、

緊
急

連
絡

先
把

握
の

た
め

役
職

員

健
診

結
果

・
病

歴
・

健
康

状
態

・
服

薬
歴

・
障

害
有

無

健
康

管
理

・
休

職
決

定
等

人
事

管
理

の
た

め

家
族

構
成

・
基

本
情

報
・

扶
養

有
無

基
本

情
報

、
人

事
関

連
情

報
と

同
様

。

氏
名

・
性

別
・

生
年

月
日

・
年

齢
・

住
所

・
電

話
番

号
・

基
礎

年
金

番
号

人
事

管
理

・
社

会
保

険
、

雇
用

保
険

そ
の

他
法

令
上

必
要

と
な

る
手

続
・

福
利

厚
生

関
連

・
業

務
連

絡
、

緊
急

連
絡

先
把

握
の

た
め

学
歴

・
資

格
・

免
許

・
職

歴
・

賞
罰

・
所

属
部

署
・

職
位

・
人

事
評

価
・

給
与

・
賞

与
・

退
職

金
算

定
内

容

配
属

・
昇

降
格

・
昇

降
給

・
給

与
査

定
等

の
人

事
管

理
・

源
泉

徴
収

そ
の

他
法

令
上

必
要

と
な

る
手

続
の

た
め

学
歴

・
資

格
・

免
許

・
職

歴
・

賞
罰

・
所

属
部

署
・

職
位

・
人

事
評

価
・

給
与

・
賞

与
・

退
職

金
算

定
内

容

配
属

・
昇

降
格

・
昇

降
給

・
給

与
査

定
等

の
人

事
管

理
・

源
泉

徴
収

そ
の

他
法

令
上

必
要

と
な

る
手

続
の

た
め

基
本

採
用

可
否

、
雇

用
条

件
、

採
用

後
配

属
等

の
検

討
の

た
め

た
だ

し
、

人
事

評
価

等
採

用
後

に
保

有
す

る
こ

と
と

な
る

情
報

を
除

く
。

た
だ

し
、

人
事

評
価

等
採

用
後

に
保

有
す

る
こ

と
と

な
る

情
報

を
除

く
。

新
旧

役
職

員
と

同
様

。
役

職
員

と
同

様
。

採
用

応
募

者

役
職

員
と

同
様

。
採

用
可

否
、

雇
用

条
件

、
採

用
後

配
属

等
の

検
討

の
た

め
採

用
応

募
者

役
職

員
と

同
様

。

健
診

結
果

・
病

歴
・

健
康

状
態

・
服

薬
歴

・
障

害
有

無

健
康

管
理

・
休

職
決

定
等

人
事

管
理

の
た

め

家
族

構
成

・
基

本
情

報
・

扶
養

有
無

基
本

情
報

、
人

事
関

連
情

報
と

同
様

。


